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2023年8月23日
広域系統整備委員会事務局

東地域の広域連系系統に係る計画策定プロセスにおける

整備計画具体化に向けた作業会の

追加メンバー募集について



2はじめに

◼ 広域機関では、現在検討中の東地域の広域連系系統に係る広域系統整備計画のための計
画策定プロセスにおける基本要件の策定に向けた検討を深めるため、当機関が設置する作業会
への参加を希望する事業者を募集しております。

◼ 本日は、東地域の広域連系系統に係る広域系統整備計画のための計画策定プロセスのこれま
での検討内容及び、作業会追加メンバーの募集案内についてご説明いたします。
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東地域の計画策定プロセス及び作業会の概要



4計画策定プロセス開始の経緯
（出所）第62回 広域系統整備委員会 資料1



5（参考）マスタープランにおいて示した系統の長期方針
（出所）広域系統長期方針 別冊



6（参考）国からの計画策定プロセスの開始要請
（出所）第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料２



7（参考）計画策定プロセスの標準的な流れ



8（参考）作業会の設置
（出所）第63回 広域系統整備委員会 資料1



9（参考）作業会の設置
（出所）第63回 広域系統整備委員会 資料1

2023年5月
関西電力送配電を追加



10（参考）作業会の運営
（出所）第63回 広域系統整備委員会 資料1
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作業会メンバー追加募集について



12作業会メンバー追加募集の目的

◼ 第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年6月21
日）において、関係事業者をメンバーとする作業会の体制を強化の上、年度内を目途とする基
本要件の策定に向けた検討を加速することとされました。
これを受け、作業会における技術的な検討をさらに深めるとともに、プロジェクトにおけるファイナ
ンス面からのリスク評価など事業の円滑な推進に資する検討も一体的に進めるため、作業会
への参加を希望する事業者を募集いたします。



13（参考）第52回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料2



14応募資格

以下（１）～（５）の要件を全て満たす法人とします。

（１）以下①～④のいずれかの項目に精通し、至近１０年間においてその経験を有しており、作業会への貢
献が期待できること。

①亘長１００ｋｍ以上又は容量１００万ｋＷ以上の送変電設備の建設または運用

②電圧２００ｋＶ以上の直流送電設備の建設または運用

③事業費５００億円程度以上のプロジェクトにおけるファイナンス面からのリスク評価に関する業務

④事業費５００億円程度以上の大規模インフラ整備の円滑な遂行に必要となる不確実性の低減に
関する業務

（２）自己、自社若しくはその役員等（注１）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注２）でな
い者であること。

（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。

（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団又
は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時から５年を
経過しない者等、その他これに準じる者。

（３）破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に定めるところの破壊的団体及びその構成員でない者
であること。

（４）国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。

（５）名義貸しにより設立された法人、あるいは実態のない法人でないこと。



15応募手続き

➢ 募集案内をお読みのうえ、以下の書類をメールにてご提出ください。

• 申請書（様式１）→直筆箇所があるためスキャンしたものをPDFで提出

• 作業会参加候補者名簿（様式２）

• 業務実績書（様式３）

• 情報取扱者名簿及び情報管理体制図（様式４）

➢ 提出先：seibikeikaku-east@occto.or.jp

➢ 締切：2023年9月8日（金）12時必着

➢ 応募書類に関する留意事項

• 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。なお、応
募書類は返却しません。

• 選定の正否を問わず、応募書類の作成費用は支給されません。

• 提出書類は日本語に限定します。日本語以外で提出された場合、受理できない場合があり
ます。



16受付後の流れ

➢ 応募書類をもとに当機関にて審査のうえ、広域系統整備委員会の審議を経て作業会の追加メ
ンバーを決定します。なお、応募書類の記載内容について、必要に応じて確認をさせていただく場
合があります。

➢ 審査は以下の基準に基づいて行います。

• 応募資格を満たしているか。

• 適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報に接すること
がないか。

➢ 募集結果については、当機関のホームページで公表するとともに、応募者に通知いたします。



17留意事項

➢ 作業会は日本語で開催するため、他言語には対応できない場合があります。

➢ 作業会の参加に当たり、秘密の保持や目的外使用しないことについて誓約書を提出いただきま
す。

➢ 作業会への参加は無報酬であり、その他一切の資金の提供も発生しません。

➢ 本プロセスにより策定する予定の整備計画において、事業実施主体の受注側となる可能性のあ
る事業者（メーカー等）など、情報の取扱いに特段の配慮が必要となる事業者は、オブザー
バーとしての参加になる場合があります。



18（参考）基本要件策定以降の流れ

◼ 基本要件策定後、実施案及び事業実施主体を募集し、評価を経て決定し、計画を策定する
予定です。

◼ 実施案等の応募については、送配電等業務指針第４２条に基づき、以下の資格を満たす必
要があります。

一．一般送配電事業者

二．送電事業者

三．送電事業者となる許可を取得しようとする事業者（新たに設立する法人により当該許可
を取得しようとする場合は、当該法人への出資を予定している事業者とする。）であって、
十分な財務的・技術的能力を有している事業者

◼ なお、三に該当する場合、将来的に送電事業者となることで以下の行為規制が発生しますので
ご留意ください。

① 情報の適正な管理のための体制整備等

② 社名、商標、広告・宣伝等に関する規律

③ 業務の受委託等に関する規律

④ グループ内での取引に関する規律

⑤ 兼職（取締役等及び従業者）に関する規律
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これまでの検討内容

➢ 系統構成
➢ ルート検討



20これまでの検討内容（HVDCを接続するエリア）
（出所）第61回 広域系統整備委員会 資料1



21これまでの検討内容（ルート検討）
（出所）第65回 広域系統整備委員会 資料2



22これまでの検討内容（ルート検討）
（出所）第65回 広域系統整備委員会 資料2



23（参考）NEDOにおける研究開発事業
（出所）NEDO ニュースリリース https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101662.html



24これまでの検討内容（ルート検討）
（出所）第65回 広域系統整備委員会 資料2



25これまでの検討内容（ルート検討）
（出所）第65回 広域系統整備委員会 資料2



26参考（地質及びケーブルの防護方法）
（出所）第65回 広域系統整備委員会 資料2
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お問い合わせ先



28お問い合わせ先

〒１３５－００６１ 東京都江東区豊洲６－２－１５

電力広域的運営推進機関 系統計画部

担当：川本、後藤

E-mail： seibikeikaku-east@occto.or.jp

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「東地域の作業会の追加メンバー募集について」
としてください。他の件名（題名）では対応できない場合があります。


